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〔議決案件〕 

日程第１ 第８号議案 定期異動に伴う中野区立学校校長及び副校長の内申について 

 

〔報告事項〕 



（１）委員長、委員、教育長報告事項 

・ １／３０ 桃園第二小学校研究発表会について 

・ ２／ １ 桃花小学校副校長人事発令について 

・ ２／ １ 第１回中野区食育フェスタについて 

・ ２／ ５ 平成２１年度当初予算プレス発表について 

・ ２／ ５ 文教委員会について 

・ ２／ ５ 第一中学校・中野富士見中学校統合委員会について 

・ ２／ ６ 桃園第二小学校訪問と小学校長との意見交換会について 

・ ２／ ６ 中野区立中学生の青尐年読書感想文総理大臣賞受賞について 
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・ ２／ ７ 中野区歯科医師会新年会について 

・ ２／ ７ 啓明小学校学校公開及び作品展視察について 

・ ２／ ７ 上鷺宮小学校セーフティー教室視察について 

・ ２／ ９ 平成２０年度第５０回中野区教育委員会教育相談室研究発表会について 

・ ２／１０ 中野昭和小学校・東中野小学校統合委員会について 

・ ２／１１ 中野区軟式野球連盟新年会について 

・ ２／１２ 中野区医師会と保育園保育士、園医との交流会について 

 

（２）事務局報告事項 

①平成２１年度区政目標体系について（教育経営担当） 

②平成２０年度インフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況について 

（学校教育担当） 

 

〔協議事項〕 

（１）仲町小学校跡施設「地域スポーツクラブ施設整備計画」(案)について 

 

 

 

午前10時00分開会 

高木委員長 

 おはようございます。 

 ただいまから、教育委員会第６回定例会を開会いたします。 

 本日、倉光中央図書館長は欠席です。 

 本日の会議録署名委員は、飛鳥馬委員にお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりです。 

 それでは、日程に入りますが、お手元の議事日程にございますように、本日審議予定の

第８号議案は、人事に関する案件ですので非公開での審議を予定しております。したがい



まして、先に報告事項、次に協議事項と進め、最後に議決案件の順に議事を進行させてい

ただきます。 

＜報告事項＞ 

高木委員長 

 それでは、委員長、委員、教育長報告です。 

＜委員長、委員、教育長報告事項＞ 

高木委員長 

 まずは私から。 

 １月30日金曜日、地域での教育委員会の後、桃園第二小学校の研究発表会を見に行って

まいりました。桃園第二小学校は、児童数が417人。中野区27校の平均が335人ですから、

平均よりやや多い感じの学校でございます。全学年２クラス。１年生から４年生は70人台、

すなわち１クラスが36人から39人と、かなりマックスに近い形の学校でございます。 

 研究主題は、「思いを伝え、ふれ合う子の育成…国語科の『書くこと』を通して…」と

いうことで、国語を通して子どもたちの書く力を養うということに主題を置かれています。

昨今の新聞の報道でもありますように、国語の書く力が、特に小学生についてはいろいろ

な学力の基礎となって、国語の力が高い子どもは学力が近いということも聞いております

ので、関心を持って研究発表会を見てまいりました。 

 公開授業はどのクラスも大変よかったです。授業は落ちついていて、工夫された授業で

した。学校公開も兼ねていたところで、平日の午後という時間帯ですが、保護者の方も多

く、地域の方の学校に対する関心の高さがうかがえました。 

 研究授業の中で印象に残ったのは、４年生のクラスで、卖元「中心をはっきりさせて書

こう」ということで、活動報告を子どもたちに書かせました。36人のクラスを12のグルー

プ、つまり１グループ３人程度に分けて、日常取り組んでいるクラブ活動について分担し

て書かせるということです。サッカー部、コンピュータ部はＡ班・Ｂ班という形で、お互

いに違うところを担当して紹介し合う。最後に発表も兼ねているということでございます。 

 実は先日、私どもの短大で教員の勉強会をやったときに、ほかの大学のキャリアセンター

長さんを呼んで講演したのですが、そこのところの授業の中でも、学生に、部活ですとか

アルバイトのことを書かせて、それを発表させることをやっていると聞いて、小学校とやっ

ていることは同じだなとちょっと思ったのです。子どもも大学生も、自分の興味のあるこ

とだとやはり意欲がわくということで、これは共通なのだなということで、ちょっと認識

を改めたところでございました。 

 その後の研究発表会では、元ＮＨＫアナウンス室長の講演で、１時間をちょっとオーバー

したのですか、きっちりですか、非常におもしろい、興味深い講演を聞かせていただきま

した。 

 続いて、翌週の２月６日は、桃園第二小学校を今度は教育委員会として正式に視察、午

後に单部地域の小学校の校長先生との意見交換を行いました。３・４時限の授業視察は、

私は特に英語活動を中心に見させていただきました。内容としては非常によかったのです

が、アシスタントの方が非常に上手にクラスを誘導しまして大変参考になる内容だったの

ですが、担任の先生はネイティブの先生が立っているとなかなか出番がないので、授業と



しては非常に難しいところがあるのかなと。ティームティーチングというのは小学校だけ

ではなくて中学校、場合によっては大学でもあるのですが、これは運営が非常に難しいの

です。今後、中野区としても、全部の授業にアシスタントがつくわけではありませんし、

また、アシスタントに委託をしてしまうということでもないので、ネイティブの方をうま

く生かすあり方というのを研究していく必要があるなと思ったところでございます。 

 午後は、主に单部地域の小学校の校長先生と主に学校再編について意見交換を行いまし

た。 

 あと、２月７日でございますが、２校、学校公開を見に行ってきました。最初にまず、

啓明小学校に行きました。啓明小学校では、作品展と授業公開をやっていました。啓明小

学校は、児童数が372人ですから、これまた中野区の平均よりちょっと大きいぐらいです。

全学年２クラス、計12クラスですから、桃園第二小と規模的にはそれほど変わらない学校

でございます。作品展では、まず、体育館、ここは校舎と一体になっているのですが、ア

プローチのところが暗くなっていまして、何か蛍光灯にカバーをすると蛍光灯が光るよう

なアプローチになっていて、これが非常に上手に入り口をやっているなという印象を受け

ました。 

 あと、ＰＴＡの方の展示を各学年全部やっていまして、「エコロジー」がテーマというこ

とで、ＰＴＡの参加が非常に盛んだなと。 

 あと、４年生が立体作品ということで、「段ボール建築家になろう」というテーマで、５

メートル×５メートルぐらいの学区域の住宅図を拡大したもの、ガリバーマップのような

ものをつくりまして、その上にそれぞれの子どもたちが、自分の家ですとか、啓明小学校

ですとか、本当はないのですけれども、ここに博物館があったらいいなとかいうのをつくっ

て、これは社会科と図工を合体させたようなアイデアで非常におもしろいなと思いました。 

 あと、校庭で体育でミニサッカーをやっていたのですが、芝生化されて、やや冬芝で、

色は夏ほどはよくはないのですが、枯れもなく立派に生えていて、ちょっと日が当たると

芝生のにおいなどがしてきてすごくいい形で順調に生育しているという印象を持ちました。 

 授業も一通り見てきたのですが、授業のほうは、高学年のほうがちょっと課題がある授

業があったかなというところでございます。 

 その後、上鷺宮小学校も学校公開をやるので、自転車で20分ぐらい移動しまして見に行

きました。上鷺宮小学校は児童数414人。１～５年生は２クラス、６年生だけ３クラス、

計13クラスです。規模的には、啓明小よりやや多いのですが、クラス的にはほぼ同じよう

な形でございます。啓明小の場合は、金曜日と土曜日と連日だったので、特に私が朝一番

に２校行こうと思って行ったので、それほど保護者の方は多くなかったのですが、上鷺宮

小のほうは、着いたときにもう３校時ということで、土曜日ということもありまして、非

常に多くの保護者の方や地域の方もいらしていて、ちょっと大げさですけれども、学校じゅ

うがごった返すような感じで非常に活気がありました。 

 ３年生では、そろばんを使った加減の基本的な計算ということで、ゲストティーチャー

として近所の珠算の先生をお迎えして、アシスタントを３人つけて非常に意欲的な授業を

やっておりました。 

 また、４年生では、自分たちが学校で育てた小麦を材料にしてクッキーをつくって、そ



れも家庭科の先生だけではなくて、担任の先生も一緒に来てつくるような授業で、子ども

たちが非常に参加をして。この先生は初任の先生で、昨年の夏に初任者研修でもちょっと

お話をした先生なのですが、そういう先生が頑張っている姿を見ると非常にうれしいです

ね。36人ぐらいのクラスなのですが、保護者が二十何人来ていましたので、地域ぐるみで

学校を運営しているというのを実感しました。 

 ４校時は学校公開なのですが、公開を一時シャットアウトしまして、多目的教室でセー

フティー教室が１・２・３時限あった中で、野方警察の方とＰＴＡの方との意見交換をや

るということで、校長先生から「高木さんもぜひ参加してください」と言われて行ったの

ですが、教室には30人ぐらい集まっていました。来た方には、ＰＴＡの方とか、意識が高

い方がいて、１時間目、２時間目などは、教育委員会でも何回か話が出ました学校裏サイ

トの件ですとか、インターネットのこととか、野方警察の方がお話をされて、そこの中で

具体的に保護者の方から「どうしたらいいんですかね」みたいな質問もありまして、非常

に有意義な意見交換ではありました。 

 盛りだくさんになってしまいましたが、私からは以上でございます。 

大島委員 

 私も、１月30日の午後ありました桃園第二小学校での国語科の研究発表会に行ってまい

りました。今、高木委員長がおっしゃったとおりなのですけれども、書くことの技術を教

えるということは、ある意味、これから生きていく上での非常に力になる重要なことだな

と思ったわけです。報告文を書くのに、その文章を書く下準備ということで、どういうこ

とを書くのか材料を集めて、その材料を構成して文章をこういうふうにしていって、自分

の一番言いたいことは何かということを決めて、それを中心に持ってくるようにというよ

うな文章の構成というようなことも授業でやっていました。あと、技術的なことですね。

句読点ですとか、文頭は一字下げるとか、そういう基本的なことですけれども、そういう

文章を書く技術もしっかりと教えているということで、大変意義のあるいいことだなと思

いました。 

 それで、研究発表会のあとに講演が約１時間あったのですけれども、私も前からＮＨＫ

のテレビで拝見していてすごくファンだったのです。テレビなどで見た印象では、とても

心地よい声ですし、とても温かい感じの、すごく好きなアナウンサーだったものですから、

とても楽しみに行ったのですけれども、本当に感動しました。いろいろな感動的な話が盛

りだくさんにあったのです。ご自分のアナウンサーとしての体験で、初めのころはもうや

めようと思ったというようなことから、技術というものがまず基本にあるということが大

事で、その上にいろいろな要素がプラスされていくのだというようなことを会得していっ

たというようなご自分の体験談。それから、仕事を通してかかわりになったいろいろな方

の話。 

 そこで、講演のテーマの「言葉の力」ということにもつながるわけですけれども、そん

なことで、いろいろな場面での言葉の力というのを、そういういろいろなエピソードを通

して我々に話してくれたということで、大変感動もし、大変興味深くて、お話を聞けてよ

かったなと思った次第です。 

 それから、２月６日は、同じ桃園第二小学校を今度は皆さんで訪問しました。あと、校



長先生との懇談会もありました。高木委員長が今ご報告なさったようなことなのですけれ

ども、英語活動などは４年生もやっていたのですけれども、４年生より１年生の子のほう

が英語が身についてというか、うまいぐらいで、小さいときからやると体で自然に英語に

親しんでいくのだなというのをちょっと実感いたしました。 

 校長先生との懇談会の中では、学校再編についてのテーマだったのですけれども、再編

の対象になる学校だけでなく、その周辺校にも結構いろいろな影響が出るというようなお

話をその周辺校の校長先生たちから伺って、ああ、なるほどなということで、そういう点

も考えなければいけないなというふうに思った次第です。 

 それから、２月９日の月曜日ですが、教育相談室の研究発表会がありまして、そこにちょっ

と参加をしてまいりました。研究発表会は、教育相談室のセンターが北部と单部と２カ所

あるわけですけれども、北部と单部それぞれにフリーステップルームというのがありまし

て、いろいろな事情で学校に通常どおりに通えないお子さんたちをサポートしているとい

うことなのですけれども、その活動の報告がありました。それから、第２部のほうでは、

ちょうど今回が50回目の研究発表会、50年になるという節目の年でもありましたものです

から、教育相談室の歩みということで、これまでの50年の歩みにかかわりが深い方お３人

での鼎談というのですか、話し合いがありました。その中で印象に残っているのは、この

相談事業に実際にずっと長くかかわってこられた先生のお言葉で、「『教育相談というのは

なかなか実りが尐ない。失望の連続だよ』と先輩から言われていたし、確かにそういう面

もある。一生懸命かかわったからといって、目に見える成果が出ないということも多い。

その中でも、子どもさんがもう一度勉強に専念できるような状況になってくれて、それで

上の学校に進学したとか、社会人になってちゃんと仕事をするようになったとか、それで

また自分のところに遊びに来てくれたりとか、そういうところを見ると、やっぱりよかっ

たなと思った」というような体験談などもお話しされて、非常に心に残りました。 

 今でも、教育相談も面接の時間が全部埋まってしまっているぐらいに需要が多いそうな

のですけれども、これからますます需要もふえてくると思うので、教育相談活動ももっと

充実させていかなくてはいけないなというふうに思った次第です。 

 長くなりまして、済みません。私からは以上です。 

山田委員 

 私も幾つか報告がございます。 

 ２月１日ですけれども、中野サンプラザの前と駐輪場で中野区で初めての健康づくり食

育フェスタというフェスティバルが行われました。この日曜日、風が非常に強くて寒い日

でございました。魚の協同組合のほうから「魚当てクイズ」みたいなパネルもつくったの

ですけれども、風で飛びそうでテントが確保できないのですね。それで、そういった催し

が中止になりましたり、いろいろなことがございましたが、かなりの人数の方にお見えい

ただきました。 

 そんな中で、例えばマスコットキャラクターの「うさごはん」も出てきたわけでござい

ますけれども、織田調理学園の方たち、中野工業高校の方たちがこういったフェスティバ

ルに参加してくれました。織田学園ではよくケーキなどをつくって販売していますけれど

も、そのレシピみたいなものを公開したり、中野工業高校というのは缶詰とかそういうも



のの生産をしているのですね。そういった過程を展示してくれたりということで、中野区

の中で子どもたちも食育についていろいろな学校を通じて勉強しているよというような発

表もありまして、寒い１日でございましたけれども、１回目の食育フェスタは無事に終了

いたしました。 

 続きまして、私も２月６日には、教育委員会訪問という形で桃園第二小学校を訪れまし

た。桃園第二小学校は、校舎と体育館の間に道路がありまして、それからデイケアの通所

サービスがあるというようなちょっと変則的な敷地の中での学校なのです。３時限だった

のですが、２年生の体育の授業が体育館でありまして、これはお母さんたちも一緒に参加

できるということで、あの時間でございましたけれども、２年生は保護者と一緒にドッジ

ボールをやっていました。多くのお母様方に集まっていただいて、子どもたちと一緒にドッ

ジボールをやっていました。パワーで勝るお母様チームの圧倒的な勝利でございましたけ

れども、こういった授業に取り組んでいるということもなかなかすばらしいのかなという

ことで、こういった授業のあり方もあるのかなということでございます。 

 あと、来年度から始まるであろう英語活動につきましても、先ほど委員長の報告のとお

り、なかなかすばらしい方が講師でいらっしゃるのですけれども、ああいう方たちと今後

の授業の展開の中でどのように連携をとっていくのか、その辺が難しいのではないかなと

いうふうに感じております。 

 午後は、单部地域の小学校の校長先生方との意見交換会がありまして、このときの主な

テーマは、学校再編についてのお話がメインだったと思います。学校再編を行った学校の

中で、やはりデメリットもあるというご発言もありました。人数が多くなった関係で、例

えば移動教室に５、６年が一緒に行けなくなってしまったのだよとか、前まで遠泳が50人

規模だったのが80人になったので非常に大変だけれども、何とかやり切ったと。これは先

生方のパワーだろうと思いますけれども、でも何とか安全にできましたよということがあ

りました。 

 あと、どうしても教室の数に限りがありますので、今後の尐人数教育だとか、そういっ

たところで教室の確保というのはこれからの課題ではないかなというふうに思っておりま

す。 

 あと、子どもたちが多くなったせいで衝突事故が多くなったということもありました。

この辺はなれてくるのだろうと思いますけれども、今までの校庭の面積だとかいうことも

ありますので、この辺のことも実態としてはあるのだろうなという気がしています。ただ、

実際には、大きな人数で一つの目標に向かっていろいろなことをやるようになったとか、

教員の数がふえたということで、そういった意味でのいろいろ行き届いた教育ができるよ

うになったというメリットもございます。 

 あともう一つ、私たちがちょっと気づかなかったかもしれませんけれども、再編対象校

以外の周辺校へのいろいろな配慮ですね。例えば人事面のことですとか、予算の面とか、

いろいろなことのご提言をいただいて、周辺校に及ぼす影響についても私たちは十分に配

慮していかなければいけないのかなということが勉強になったと思っております。 

 あと、先生方から、来年度の予算的な面では、中野区の特徴であります図書館の指導員

をこれまで配置されたことについて、これから図書館を利用しての国語科ですとか、コミュ



ニケーションということになりますので、これは今までどおりやっていただきたいとか、

学力向上とか体力向上アシスタントについてはぜひ継続していただいて、このメリットが

大きいのだというお話がございました。 

 最後には、子どもの実態に即したいろいろな施策展開。一つには、学童クラブとかキッ

ズ・プラザのこと、この辺についても、所管は子ども家庭部でございますけれども、学校

という施設の中でいろいろな事業が展開されるということでありますので、この辺につい

ても十分に子ども家庭部ときちんと連携をとって、子どもの視点で考えていただきたいと

いうようなご提言をいただきました。校長先生は、さすがにいろいろなことを私たちに提

案してくれたのかなと思いまして、非常に実りの多い会合ではなかったかなと思っており

ます。 

 ２月９日は、先ほど大島委員のほうからお話がありました教育相談のほうの研究発表が

ございました。本来であれば、教育相談というものは余り日が当たらないほうがいいのだ

ろうと思うのですけれども、実際には、今、不登校ですとか、子どもたちの特別支援に始

まったことがありまして、この研究発表会ももう50回を迎えるということです。その節目

ということで、いつもは三つの場所、单部、北部、センターという形での発表だったので

すけれども、今回は、その発表のほかに、例えば今までかかわっていただきました慶應義

塾大学の教授ですとか、目白大学の教授、それから順天堂の精神科のドクターであります

元梅ヶ丘の院長先生などがコメンテーターとしてかかわっていただいて、いろいろとコメ

ントをいただきました。 

 今回のことは、人とのかかわりを考えるということでございますけれども、不登校になっ

てしまった子どもたちに、かなり尐人数で手厚く個別に面接を繰り返して繰り返して、そ

の子どもたちの心を開いていくという作業についてのいろいろな実践の経験例が示されま

した。やはり子どもたちがいかにして心を開いてくれるのかというところを、やはり最初

は受容する、待っていくわけですね。だんだんと心が打ち解けてきて、それからというこ

とのステップを踏んでいく。そのときに、指導室長からお伺いしたのですけれども、ここ

で育った子どもたちが進学しているのですね。100％進学しているということでございま

す。ということは、こういった個別にかかわる相談室の活動は、尐人数といえ、大変なご

苦労だと思いますけれども、いろいろな方たちのサポートを得ながら、子どもたちに寄り

添って、子どもたちが次のステップに向かっていくということは、非常にすばらしい事業

ではないかと思いまして、これに対してのこれまで以上の私たちのかかわりといいますか、

教育委員会としてこれをサポートしていかなければいけないというふうに考えております。 

 あと、最後になりますけれども、昨日は、中野区の医師会で年に１回やっているのです

けれども、保育園と園医との交流会というのをやっております。きのうも、保育園の保育

士さん、看護師さん、保育園、園医が集まって、40名ほどでございますけれども、ディス

カッションを行いました。今年度の一つのテーマは、保育園における与薬といいまして、

薬を与えることはどういうふうに考えたらいいのだろうかということであります。実際に

は、薬を与えるという行為は医行為になります。医行為というのは、継続性があって反復

性がある行為で、医者でなければやってはいけない行為でありますので、実際には与薬す

ることはまかりならないことでございます。 



 しかしながら、例えば熱性けいれんを起こしているお子さんがいると、ダイアップといっ

て、けいれんを予防できる坐薬があるのです。これを処方しているドクターもかなり多い

のですけれども、これを園で預かってほしいという要望が、きのうは24人の保育園の方た

ちが集まりましたけれども、12人ぐらい手を挙げるのです。「預かっていますよ」と。実

際には預かっているわけです。でも、お母さんたちは、「もし熱が出てけいれんしそうなと

きには、私は駆けつけますけれども、うちに坐薬を取りに帰るのは間に合わないので預かっ

てください」という趣旨なのです。 

 ということで、こういうことについては、そういった明白な理由がある場合には、預か

ることを依頼する文章をもって預かりましょうということなのですけれども、実際には、

お子さんの体重によって坐薬のミリ数も違うわけですから、投与が間違ってはいけないと

いうことで、その辺は非常に慎重にしていただきたいと、そんなディスカッションをして

まいりました。 

 ですから、基本的にはお薬を与えるという行為はお母さんがやることでありますけれど

も、必要不可欠な場合には、ドクターの指示書なりをもってそういった預かりができると

いうことでございます。 

 それから、特に皮膚科の問題で、夏のとびひなどはどうしたらいいものかというような

ご質問もありました。確かに、とびひというのはかなりの感染症なのです。黄色ブドウ状

球菌というのが表皮につきますので、本来はあれは感染症なのです。ですから、本来は集

団にはなじまないのですけれども、そうはいっても、とびひの方はみんなうちで看てくれ

ということになりますと、それもなかなか難しい。ただし、保育園の中で、たしか産休明

け園というところには看護師さんがいますけれども、ほかの園には看護師さんはいないの

です。ということは、もしドクターが指示を出しても、医療行為ができる方は中にはいな

いということになりますので、感染が蔓延しないような状態になれば登園はかまわないと

思いますけれども、それまでは十分にドクターの指示に従ってやっていただきたいという

ようなお話し合いもしました。 

 あと、最後に問題になりましたのは、お母様方に、「お薬をおうちでこういうふうに飲ん

でください」「こういうふうな処置をしてください」と言うのですけれども、なかなかやっ

ていただけない方も中にはいるという場合には、やはり十分に何回も説明をして、子ども

はお母さん、保護者が育てるということが第一義的でありますよということを何回もお話

しして、きちんと説明して、同意していただくということの積み重ねが大切なのだろうな

ということで、その会が終わりました。 

 長くなりましたが、私からは以上でございます。 

飛鳥馬委員 

 私も、６日金曜日、桃園第二小学校を訪問してきました。各委員がいろいろ言われまし

たので、なるべくダブらないようにと思いますが。 

 １点は、１週間前にちょうど研究発表会がありましたので、校舎が非常にきれいに飾ら

れていて、ふだんもそうなのかもしれませんけれども、展示などがそろって掲示されてい

ました。特に感心したのは、読書指導を一生懸命やられていまして、勧めたい本とか、新

刊書とか、図書室の中ではなくて、廊下の壁のところに台がありまして、そこに並べてあっ



て説明がある。それから、先生方が読み聞かせをやっている写真とかがずっと張ってあっ

たり。パネルシアターとか、そういうのもずっと飾ってありまして、読書指導を一生懸命

やっているのだなということはよくわかりました。 

 あとは、児童会なのでしょうけれども、環境委員会というのがありまして、環境委員会

の委員長が「トイレの電気を消しましたか」とか書いて、ポスターみたいにところどころ

に張ってありまして、校長先生に聞いたら、「環境委員会はよくやっているのですよ」とい

うことで、昔だったらなかった委員会かもしれませんけれども、今はそういうのが児童会

の中にあるのだなというのを感心しました。 

 それから、授業のほうでさっき英語活動の話がありましたので、英語活動をどう考えた

らいいのかなと私も考えさせられました。素人で全くわからないのですけれども、例えば

１年生はＡＬＴの外国の方が来て、指導の内容ですと、「動物の物まね」とか「名前」とか

「歌」とか「色」と書いてあるのですね。外国の方、男の方ですけれども、歌を歌ったり、

そういうのをやりながらやっているわけです。子どもたちはそれを聞きながら、まねした

り、こういう活動をしていました。 

 もう一つの４年生のほうも、同じ総合学習の英語活動なのですけれども、こちらは「英

語に親しむ」という授業の内容。やっていることは、トランプみたいに、このときには果

物のカード。バナナとかリンゴとかいっぱいあって、それを持って４、５人ずつのグルー

プになって同じトランプをそろえるようなのです。「ミカンを持っていますか」とか「リン

ゴはありますか」とか、そういうやり方でやっています。子どもたちがやっている活動で

すね。 

 それを見ていて、特に１年生は、動物の名前とか物まね、色とかというのが出てきて、

やってくれている、子どもは喜んでまねをしているのです。外国の方が来て教えるのは、

回数から言えば１年に３回か４回しかないはずなのですけれども、それがどういうふうに

つながっていくのか。つまり、何を言いたいかというと、１年生で動物の名前とか物まね

とか色がわからない子はどうするのかなと。テストをやるわけではないし、反復練習する

わけではないです。４年生、５年生になっても英語に親しむわけです。果物のカードをやっ

ているわけです。だから、なれるということは、言葉を覚えるというか、どういうことな

のかなということをずっと考えながら見ていたのですけれども、１年生から６年生まで英

語活動でそういうふうにやって。もちろん１年生はやらない学校もありますから、それは

それであれでしょうけれども、文科省では来年、学習ノートを配ってということをやると

いうことなのですが、どうかなというので。要するに、素人でわからないのですが、私の

感じでは難しいなと。つまり、１年生の子が帰ってきてうちで言ったとき、お父さんやお

母さんが「きょうは、何をやったの」と聞くと「動物の物まね」とか「色」とか。親は教

えたくなると思うのです。反復練習。「あなた、何？ 色がわからないじゃない」とか、「動

物の名前、わからないじゃない」と。親ってそういうものだと思うのです。だけれども、

学校では反復練習とかをやらないわけでしょう。自然に親しんで覚える。そういう親が思っ

ていることとのギャップ。覚える子は早いから、もうみんな言ってしまうのですね。１年

生だから、英語でどんどん言ってしまう。色も動物の名前も。親が思っていることと子ど

もがやっていること、そういうところをどういうふうにして調整していくのかなというこ



とを疑問に思って、何とかしなければいけないことなのだな、わかってもらわなければい

けないことなのだなと思って聞きました。 

 もう一つ、おもしろいことがありました。５年生と一緒に給食を食べたのですけれども、

切ったいよかんが出たのです。私と一緒に食べていた女の子がころんと床に落としてしまっ

た。落としてしまったから、「大丈夫だよ。洗ってくれば食べられるよ」と私は言ったので

すね。「じゃあ、食べよう」と、廊下の水道で洗ってきたのです。帰ってきて、「ちょっと

苦い」とか言っているのです。ほかの子が「どうして苦いの？ 洗ったんでしょう？ 何

で洗ったの？」と言ったら、「ちょっと石けんをつけたの」と言うのです。「そう、それじゃ

苦いのかもしれないね」と言ったら、ほかの子が「大丈夫よ。食べちゃいなよ」とか、「だ

めだよ。よしなよ」とか。そうしたら、別の子が「もう１回きれいに洗ってきな」と言っ

て、またもう１回きれいに洗いに行ったのです。で、食べたら、「ちょっと苦いね」と。「苦

かったらやめたら？」と言ったら、「でも、食べたいの」と言って食べてしまったのです。

そこでも考えさせられましたね。私は「食べちゃいけない」と言うべきだったのか。「洗っ

たら食べられる」と言った私は責任をとるのかどうか。それまで考えなかった。自分は普

通だったら洗って食べていいと思っているから。「石けんで洗っちゃだめよ」ということが

思いつかなかった。洗えば食べられるということしか。後で考えて、とめなければいけな

かったのかどうか。よく考えて、洗剤、石けんなら多尐食べても大丈夫かなと思ったりし

ましたけれども。 

 テレビでいつか、お米を洗剤で洗う若い人がいると。野菜を洗剤で洗うと。そうかなと

思って。指導って難しいなと思いました。そんな奇妙な体験をしました。私の言ったこと

が間違いだったのでしょうかという感じです。 

 以上です。 

高木委員長 

 それでは、教育長、お願いいたします。 

教育長 

 まず、２月１日付で桃花小学校副校長の異動がございました。これは12月に亡くなりま

した前副校長の後任といたしまして、新宿区柏木小から副校長に就任したためでございま

す。２月２日に発令を行いました。 

 それから、２月５日ですけれども、21年度の中野区の当初予算のプレス発表がございま

した。中野区の一般会計予算ですけれども、21年度は総額1,026億5,000万円ということで

5.4％の伸びとなっております。しかし、歳入を見ますと、特別区交付金が26億円余り減

尐するほか、国の交付金とかも大幅に減尐しておりまして、そういった足りない分を今ま

でためていた基金を取り崩して対応するということで、総額で53億円の基金を取り崩して

いるということで、大変苦しい予算編成となっております。うち教育費ですけれども、104

億9,700万円、4.1％の増となっております。来週から始まります区議会の第１回定例会で

審議されるということでございます。 

 それから、２月５日、同じ日ですが、区議会の文教委員会がございました。文教委員会

では、教育委員会にご報告している内容がほとんどでございます。区立幼稚園の土地・建

物を利用した私立認定こども園の開設に向けた区の取り組みについて。それから、区立学



校の20年度の卒業式・閉校式・21年度入学式について。それから、先ほどございました教

育管理職の異動について。それから、なかの生涯学習大学、これは仮称でございますけれ

ども、基本的な考え方について。常葉サマースクールの見直しについて。仲町小学校跡の

地域スポーツクラブ施設整備計画（案）についてということでございます。また、口頭で

インフルエンザの発生によります学級閉鎖の状況について報告をさせていただいておりま

す。内容につきましては、サマースクールの見直しにつきまして幾つかご質問がございま

した。 

 それから、２月５日、同じ日なのですけれども、一中・富士見中の統合委員会、それか

ら、次の週の２月10日、中野昭和・東中野小学校の統合委員会がございました。いずれも

今回が最終回ということでございます。私が出席し、お礼のごあいさつを行いました。最

後でございますので、委員の皆さんから感想などを述べていただきました。新しい学校の

創設に寄与できて、いい経験ができたというご意見でありますとか、地域の意見をいろい

ろ出して、入れてもらったものもあってよかった、達成感があるというような肯定的な意

見が大変多くあったわけですけれども、これが終わりではなく、これからが始まりなのだ

と。新校が始まったら、まだいろいろ課題もあるので、みんなで力を合わせてこれからも

支えていかなければいけないし、いろいろな課題について行政もしっかり対応してもらい

たいというご要望もございました。それから、いい学校にしていくためには、地域に開か

れた運営ということを望むと。それから、それについて行政にきちんとフォローしてもら

いたいといったご意見もございました。いろいろございましたが、全体的にこのことにつ

いて極めて前向きにとらえているご感想が多かったというふうに考えております。 

 それから、当日、校歌・校旗のお披露目ということでやりました。一中・富士見中につ

いては、テープによりますものができております。実は一中の校長先生のお子さんが大学

のコーラス部に入っていらして、そこがつくったテープだったのですけれども、それを聞

かせていただきました。それから、東中野・中野昭和の校歌ですけれども、これは両校の

音楽の先生がピアノの伴奏と歌を行いまして、それは音楽室で生で聞かせていただいたと

いうことで、両方とも明るい前向きなモダンな校歌でありました。委員の皆様には、多分、

一中・富士見中は聞かれたと思いますけれども、中野昭和と東中野についてはそういう生

でやるような状態でして、この間、テープを録音しましたので、どこかではお聞かせでき

ると思いますけれども、そんなような状況でございます。 

 それから、２月６日、青尐年読書感想文全国コンクールで内閣総理大臣賞を受賞いたし

ました五中の生徒さんが、東京会館において授賞式がございましたので、その当日、保護

者と校長先生とその報告にお見えになりました。この賞はかなり由緒ある賞で、長いこと

やっているコンクールでございまして、この内閣総理大臣賞というのはいわば１等賞です。

小学校の低学年・中学年・高学年、それから中学・高校というような五つの部門がありま

して、それぞれ自由、課題ということで、10の賞があるのですけれども、いずれにいたし

ましても、その部門の中では１等賞ということで、大変すばらしいことだと思っておりま

す。教育委員会としても表彰する予定ですが、きょう区長からも表彰されます。 

 それから、幾つか新年会がございましたので出席いたしました。２月６日に青尐年補導

連絡会。これは、中野区におきます青尐年の健全育成、犯罪予防などに尽力しております



保護司、民生児童委員、尐年補導員が集まっていろいろ連絡会を開いているのですけれど

も、それの新年会に行ってまいりました。 

 それから、２月７日は歯科医師会の新年会、２月11日は軟式野球連盟の新年会がござい

ましたので、それぞれ出席しております。 

 私からは以上です。 

高木委員長 

 それぞれの委員からの報告につきまして、何かご質問、ご発言等ありますでしょうか。 

飛鳥馬委員 

 山田委員が言われた与薬のことですが、幼稚園・保育園だけではなくて小・中学校でも

そういうことはたまにあることだと思うのです。私もちょっとそういう経験がありますが、

宿泊行事等で、修学旅行を含めて、そういう発作を起こしそうな子の親御さんから薬を預

かっていくということがあった。学校ですと養護の先生がいますが、看護師さんでもだめ

で、そういう文書をもらっていけばしようがないなという感じなのでしょうけれども。要

するに、小・中学校にもそういうことをどうするかというのを教育委員会としてきちっと

指導しなければいけないかどうかですね。 

山田委員 

 先ほど言いました薬を与えるという行為は医者でなければできないということには変わ

りないと思うのですけれども、今、多くの慢性的な疾病についての薬は、例えば朝と夜と

か、朝だけとか夜だけとかということで、学校の生活活動の中で薬を飲まなければいけな

いという薬は非常に尐ないというふうに感じております。でも、必要に応じてどうしても

飲まなければいけない場合には、指示書みたいな、診断書にかわるようなもので、その主

治医のほうから学校のほうにお願いをするということはまれにあるかもしれません。でも、

非常にレアケースではないかなと思っております。それが１点目。 

 あと、宿泊行事についてでございますけれども、宿泊行事の前には必ず内科の学校医が

学校に出向きまして、その宿泊行事に参加する看護師さんと一緒に、子どもたち一人一人

に健康相談的な指導を行います。その中で、保護者からの申し出があった場合につきまし

ては、ほとんどの場合、薬を持参してもらっています。そのときに、必要に応じてですけ

れども、薬を飲むという必要が生じた場合には、看護師さんに、「看護師さんの部屋で飲ん

でください」「薬は看護師さんの部屋へ行って飲みましょう」というようなことのお話をし

てございます。ですから、そういったことで事故がないようにということで努めていると

ころです。「薬の管理は自分でやってもらうけれども、飲むときは看護師さんの前で飲んで

くださいよ」ということであります。もし緊急避難的に、例えばぜんそくの発作が起きて

しまった場合などで吸入器などを持ってくるお子さんもいらっしゃいます。そうすると、

吸入器は看護師さんのところで預かっていて、看護師さんのところで吸ってもらう。それ

でも発作が治まらない場合には、私も含めて多くの学校医が自分の携帯電話を教えてあり

ますので、そちらに電話がかかってきて、「どういうふうにしましょうか」ということで、

「じゃあ、近くの病院に行ってください」という指示をしているというのが中野区の現状

と思っております。要は、ドクターがそこで看護師さんに明確な指示をしてありますので、

それに基づいて行うということにしております。 



高木委員長 

 今回、日にちがあいて盛りだくさんでしたので、時間がちょっと厳しいですので、ほか

にないようでしたら、事務局報告に移らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

＜事務局報告事項＞ 

高木委員長 

 それでは、事務局報告。 

 初めに、「平成21年度区政目標体系について」、報告をお願いします。 

教育経営担当課長 

 それでは、平成21年度区政目標体系につきまして、ご報告をさせていただきたいと思い

ます。お手元のほうに、平成21年度教育委員会目標体系の組織図がございます。それに従っ

てお話し申し上げたいと思いますが、個々の説明の前に、まず、全体のこの区政目標体系

ということでお話し申し上げたいと思います。 

 中野区の場合につきましては、目標と成果による区政運営というものを行ってございま

す。その基本となります目標体系を構築いたしまして、組織人事、予算など、経営資源を

その目標に沿って配分して位置づける。また、各目標に対しまして、それぞれ成果指標を

明らかにいたしまして、ＰＤＣＡサイクルによります事業の執行を行い、その結果につい

て評価・検証を行っていくと。また、その評価・検証結果を受けまして、この目標体系そ

のものについてもまたそれぞれ各年度ごとに改善を図っていくというものでございます。 

 この表の一番上の項目欄のところをちょっとごらんいただきたいと思います。「分野」「施

策」「事務事業」「事業メニュー」「分野・担当」というふうに項目が出てございます。この

目標体系そのものにつきましては、言ってみればツリー状の体系というふうになってござ

いまして、上位の目標設定を受けまして、各段階別の目標がそれぞれ定められるというこ

とになってございます。 

 教育委員会の目標体系なのですけれども、まず、「分野」というところにつきましては、

学校教育、生涯学習及び教育経営という３分野体制につきましては、来年度につきまして

も、今年度と同様、継続をしていくという考えでおります。 

 その次の「施策」レベルですけれども、これは各分野の中にそれぞれ幾つか施策がぶら

下がっております。学校教育で６施策、生涯学習で５施策、教育経営で５施策ということ

で、この施策レベルでも21年度については特に変更は予定してございません。それぞれの

施策にまた幾つかの事務事業がぶら下がるという形になっておりますが、この事務事業に

つきましては、一つ、学校教育の中で「教育機会の保障」というところがあるのですが、

この「教育機会の保障」を就学関係の事務事業と特別支援教育の事務事業に分けまして、

特別支援教育の事務事業を独立させるということを考えてございます。 

 その次の「事業メニュー」ということにつきましては、これはかなり細分化されており

ますけれども、なるべく統合し、整理するという全庁の方針がございまして、それに基づ

きまして教育委員会でも幾つかこの事業メニューのレベルでは統合したものがございます。 

 それでは、この表に従って順番におりながら見ていきたいと思います。表の真ん中に「平

成20年度からの変更点」というものがございます。それぞれ、左側に今年度の目標体系、

右側のほうに来年度の目標体系ということで、網かけの部分が変更するところでございま



す。 

 上のほうから見てまいりますと、まず、「事業メニュー『人権尊重教育』を『心の教育推

進事業』に統合する」とあります。その左側を見ますと、「人権尊重教育」というところと

「心の教育推進事業」という二つの事業メニューがございまして網がかかっておりますが、

これをそのまま右側のほうにずらして見ていただきますと、来年度のところに「心の教育

推進事業」というふうにあります。今年度のこの二つの事業メニューを来年度はこの「心

の教育推進事業」というふうに一本に統合するというものです。 

 それから、その下にまいりますと、今年度は「外部評価制度」と「学校評議員」が別々

のメニューになってございますが、来年度は一本に統合する。 

 また、そのちょっと下ですけれども、「道徳授業地区公開講座」と「長期授業公開制度」

を統合して「授業公開」というふうに一本化いたします。 

 それから、その下ですが、「特別支援教育関係の事業を事務事業として独立させる」とあ

ります。これは、左側のほうを見ていただきたいと思いますが、施策４の「教育機会の保

障」、事務事業の１「教育機会の保障」というふうにあります。この中の就学関係の事務と

特別支援教育にかかわります事業を分離いたしまして、右側のほうをごらんいただきたい

と思いますが、同じ４の施策の中で、事務事業を二つに分けまして、１「教育機会の保障」、

これは就学関係の事務でございます。それと、２「一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援」、特別支援教育の関連の事業でございますが、この二つに分割いたしまして、来年度は

目標体系を定めたいというふうに考えてございます。 

 それから、その下ですけれども、今年度の事業メニューであります「障害児生活指導」

を「特別支援教育」に統合するということで、これは二つの事務事業を一本にするという

ことです。 

 それから、その下も同様に、事務事業の統合を考えてございます。今年度のところで「移

動教室」「夏季学園」「修学旅行」と分かれております事業メニューを統合しまして、「宿泊

事業」と。それからまた、「音楽鑑賞教室」「連合行事（文化）」「連合行事（体育）」「水泳

指導補助」というふうに分かれておりましたメニューを「文化・体育事業」という形で一

本化する。 

 それから、「校外施設管理」は、「尐年自然の家管理」というふうに、よりわかりやすい

形で名称だけ変更させていただいてございます。 

 なお、各表の中で事業メニューの頭に「※」がついているものが幾つかございます。こ

れらはすべて幼稚園関連の事務でありますけれども、一番下の欄外のところに書いてござ

いますとおり、子ども家庭部へ補助執行するものでございます。 

 それから、表の裏面のほうをごらんいただきたいと思います。こちらは、上段が生涯学

習分野、下段が教育経営分野となってございます。一番上、生涯学習のところですが、事

業メニューの「企画調整」、今年度そういう名称でしたが、来年度につきましては「生涯学

習調整」というふうに名称の変更を行います。 

 同様ですが、今年度「ことぶき大学・大学院」という事業メニューがございますが、来

年度は名称を変更いたしまして、まだ仮称でございますけれども、「なかの生涯学習大学」

というふうにメニューの名称を変更いたします。 



 それから、「常葉サマースクール」がございますけれども、これにつきましては事業廃止

を行うということで、来年度は事業メニューから削除いたしてございます。 

 その下ですが、「地区教育懇談会」は、もともと子ども家庭部のほうが実質上行っている

事務でございますけれども、子ども家庭部のほうで「地区教育懇談会」の事業を廃止しま

して新事業に移行するということがありますので、教育委員会の事業メニューからこの部

分については削除するということといたしてございます。 

 それから、下段のほうの教育経営分野については今年度と変更はございません。 

 それから、この表の左右それぞれ一番右側のところに「分野・担当」というふうに入っ

てございます。これは、来年度21年度の分については担当する組織名を書いてございます

けれども、まだ組織としては正式に決定してございません。一応、現在想定しております

来年度の担当の分野、また担当の係に相当する部分ということです。それから、「●」がつ

いている部分につきましては、この部分は、通常は施策レベルですとそれぞれ担当係長が

置かれるのですが、それぞれの施策の中の特に重要な施策につきましては管理職を置くと

いうもので、「●」がついているというものでございます。 

 来年度の教育委員会事務局の目標体系としては、ここにございます表のとおり、目標体

系を定め、目標と成果による区政運営に沿って事業執行を行いたいというふうに見込んで

ございます。 

 以上です。 

高木委員長 

 質問がありましたら、お願いいたします。 

山田委員 

 １点教えていただきたいのですけれども、１枚目にあります４の「教育機会の保障」の

ところでの「教育機会の保障」と「一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援」ということ

ですが、就学指導についてはどちらのほうが今は所管しているのか教えていただきたい。 

学校教育担当課長 

 21年度から二つに分けるのですが、今は「教育機会の保障」ということで、左側の事業

メニューの上から３番目の「障害児就学相談」というところで就学相談をやっております。

21年度につきましては、この事業メニューの一つ上のレベルの事務事業というのを二つに

分けますので、その場合は、いわゆる２番目の「一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援」

というところの中の上から２番目の事業メニュー「障害児就学相談」で就学相談を行うと

いうことになります。 

山田委員 

 この場合は、「障害児」という言葉。多分「等」ですよね。「障害」ということではない、

「相談」ということになると。そういう意味ですよね。 

学校教育担当課長 

 はい、おっしゃるとおりで、この表記については今後検討しなければならないかと思い

ます。 

山田委員 

 わかりました。 



高木委員長 

 では、私から３点質問したいのですが。 

 まず、今の山田委員からご質問があったところの「教育機会の保障」のところなのです

が、事業メニューで「一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援」の中で、特別支援教育と

入って、もちろんこれは20年度ももともとそうなっているのですが、多分、20年度のとこ

ろは障害児教育とかというところをそのままストレートに法令の改正によって「特別支援

教育」というふうに変えたのかなと思うのです。ただ、こうやって改めて整理していくと、

広い意味での「特別支援教育」に、例えば「障害等就学相談」とか「特別支援学級運営」

とか「肢体不自由学級運営」と全部入ってきてしまうような感じになるので、ちょっとこ

こは名称を何か検討したほうがいいのかなという印象を持ちました。 

 あと、その下の５番の「多様な可能性をひらく豊かな体験の場」で、「移動教室」「夏季

学園」「修学旅行」を統合して「宿泊事業」と書いてあるのですが、ここだけ見るとちょっ

とぴんとこない。例えば「宿泊体験学習事業」とかにしたほうがいいのかなという気がし

ます。 

 それから、これは要望なのですが、子ども家庭部に補助執行している事業に関して、や

はり情報が尐ないので、ターム、タームでは何か報告していただくようにしないと、ほか

の施策との連携がとりにくいと思います。例えば地教懇などは今後新しいのに変わるわけ

ですけれども、参加している区民の方は、教育委員会とか子ども家庭部とか関係なく、区

行政全般に対して意見を申し述べたつもりだと思うのですね。特に学校絡みがどうしても

多くなるので。それが教育委員のところまでなかなか来ない部分が。全然来ないというわ

けではないのですけれども、把握しにくい部分があるので、そこはセレクトしていただい

たり、頻度はお任せしますけれども、もうちょっと入ってくるようにしていただきたいな

というのが要望でございます。 

学校教育担当課長 

 ご指摘の趣旨に沿って今後検討していきたいと考えております。 

大島委員 

 ちょっと関連して質問なのですけれども。 

 今ちょっとお話に出た「移動教室」とか「夏季学園」とか、今年度は個別に並んでいる

ところを整理して、「宿泊事業」とかというふうに統合したということなのですけれども、

ということは、イメージ的に、今までは一つ一つそれぞれに担当の方がついてやっていた

のが、今度は１人の人が全部やってしまうとか、事務をきめ細かくやらないようになるよ

うなイメージがちょっとあるのですけれども、その辺をちょっと説明していただけないで

しょうか。 

学校教育担当課長 

 従来も、一つの事業メニューについて１人ついているとかそういうことではなくて、何

人かでそういうことをやっているということです。したがいまして、事業執行上、事務の

やり方については変わりません。ただ、こういったことをなるべく大ぐくりにすることに

よって、その性質を明らかにして、例えば外部評価のときに説明しやすいようにというふ

うなことでございます。 



高木委員長 

 今の件ですが、イメージなのですけれども、多分こういうふうに変えても、例えば学校

の現場、クラス卖位のところとか、担当の仕事というのは余り変わらない。よくも悪くも

多分変わらない。ただ、例えば、予算を計上するときにどうしようかなとか、そういう理

解でよろしいのですか。そうではないと、「人権尊重教育」を「心の教育推進事業」に統合

しますというときに、正直いってちょっと抵抗があるのです。私はそういう理解をして、

だからといって、人権尊重教育をやらないとか、軽くするとかということではなくて、あ

くまで教育委員会の事務局のいろいろな事務処理上の展開の中で、項目として置かないと

いう理解をしたのですが、それでよろしいのでしょうか。 

指導室長 

 はい、私の部分についてはそうです。特にここは申しわけありません。実は「人権教育・

心の教育」というふうにネーミングを変えておりまして、「人権教育」をなくしているわけ

ではございません。このイメージですと、「心の教育推進事業」という一つの言葉になって

しまって、人権教育が軽くなっているようなイメージがあるかと思いますけれども、人権

教育と心の教育を一つにして、１の「学習指導」というよりかは「心を育む教育」の中で

ウエートを置いたほうが妥当だろうということで、行われる教育自体を変えたということ

でもございませんし、「心の教育」の中に「人権教育」を盛り込んでいってしまったという

ことではございません。「人権教育・心の教育の事業」という形でここはやっていきたいと

いうふうに思っております。 

飛鳥馬委員 

 今の説明でわかりましたけれども、なるべく今まで使ってきた言葉で残せるものは残し

たほうがいいなと思うのです。今までの経緯とか。あと、「人権教育」でいえば、東京都は

使っていると思うのです。かなり重きを置いて、「心の教育推進」というよりも「人権」と

いう言い方で。ですから、それが消えてしまうとちょっとわかりにくいのかなというふう

な気がします。 

 もう一つ、似たようなことなのですけれども、「道徳授業地区公開講座」がございますね。

それを「長期授業公開講座」を統合して授業公開とすると。「道徳授業地区公開講座」とい

うのも都教委が先頭に立ってやってきていたことだと思うのですね。都教委は変わったの

でしょうか。今までと同じなのでしょうか。そこのところと中野との関係。「道徳授業地区

公開講座」というのをやるのでしょうけれども、言葉がなくなるということですか。どう

ですか。 

指導室長 

 都教委が推進をしている事業名は「道徳授業地区公開講座」で変わりはございません。

私どもも、ことしまでは「道徳授業地区公開講座」という言葉の中でやってまいりました

けれども、その位置づけをさらに、公開することによって地域と保護者と連携していくと

いう意味のウエートを置いていくということで、「長期授業公開制度」もそうでございます

ので、その両方をあわせて一つの言葉にしたということだけでございまして、事業として

行っていく場合には「道徳授業地区公開講座」として学校は行ってもらおうかなというふ

うには思っております。 



教育経営担当課長 

 今回、この事業メニューを大幅にといいますか統合するということで、全庁的にそのよ

うな方向を示しているのですが、一つには、非常に細分化された事業メニューがありまし

て、事務事業を執行するに当たってはより効果的・機動的な形で対応していく。冒頭に申

し上げましたとおり、この目標体系に沿って組織人事、または予算、そういった経営資源

を配分するわけです。したがって、この目標体系が最も基本となるものでございますので、

その中で、より効果的な形で経営資源を投入し、関連するさまざまな事業メニューについ

て機動的、効果的に事業執行ができるようにということもございますので、そういうこと

から、いろいろ連関する部分については統合しながら対応を図っていくということで、今

回統合できる部分については幾つか整理を図ったというものでございます。 

高木委員長 

 統合ということ自体は、多分、ほかの教育委員の方も理解はしていると思うのですね。

たくさんあると、何が重要で、何が重要でないかわからない。重要は重要なのでつけにく

いのです。管理もしづらいので、ある程度統合というのは必要だと思うのです。ただ、教

育委員会の事務局としてのスタンスはそうなのですが、区民の方から見た場合に、先ほど

指導室長のあれでよくわかったのですが、「人権尊重教育」がぱっとなくなってしまうと、

「やらなくなったの？」と素朴に思うのですね。そこら辺はちょっと。ただ、何でも「・」

にして長くするのがいいのかというのがあったので、最初は質問しなかったのですけれど

も、そこはちょっとバランスをとって、どこかで落として起こすというのもおかしいので

すけれども、こういう教育があったのがなくなったというイメージを持たれてしまうと、

実際はあるわけですから、うまくない。そこら辺の調整は若干必要なのかなと思うのです。 

飛鳥馬委員 

 今の道徳の話は指導室長の説明でわかったのですけれども、できれば道徳だけではなく

て、ほかの教科も広げますよ、ぜひ地域の皆さんに授業を見ていただきたいという意味が

含まれてのことだと思うので、いいと思いますけれども。もうちょっと大げさに言ってし

まえば、授業公開ではなくて学校公開という名前もあるのではないかというふうに思いた

くなるのですが、そこまではちょっと一気に行けないので、それぐらいなのかなという気

がして今聞いておりました。 

 以上です。 

山田委員 

 目標体系ですので、必要に応じてという検討は必要だろうとは思うのですけれども、一

方では、経年的にどういうふうにやっていくか。事業計画とか予算の関係で、いわゆる予

算の小科目の名前を変えてどんどんやってしまうというのは一つの危険なことではあると

思うのですね。経年的にやっていかなければいけないものもある。ですから、どうしても

必要があって科目の名前をいじるということはあるかもしれませんけれども、なるだけ今

まで使っていたものを継続していくというやり方も一つの考え方であると思います。先ほ

ど飛鳥馬委員がおっしゃいましたが、そんなことも必要なのかなと。 

高木委員長 

 よろしいでしょうか。 



 それでは、次に、「平成20年度インフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況について」、

報告をお願いします。 

学校教育担当課長 

 それでは、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖発生についてご報告申し上げます。 

 先日の１月23日の本委員会でインフルエンザの学級閉鎖をご報告申し上げましたところ

です。そのときには２学級だったのですが、その後ふえておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

 お手元の資料をごらんください。これまで延べで小学校16学級、中学校６学級、合計22

学級でインフルエンザ様疾患を理由として学級閉鎖を行ったところでございます。これは、

昨年度は合わせて延べ11学級でしたので、もう既にそれを超して倍ぐらいになってござい

ます。今シーズンははやってございまして、東京都では４シーズンぶりにインフルエンザ

の流行警報というものを発令して注意を呼びかけています。 

 ただ、下のほうのグラフをごらんいただくと、患者報告数が若干減尐していて、山を越

えたとも見られますけれども、引き続き警戒が必要かなということで、各学校では、うが

い、手洗い、十分な休養等、注意しているところでございます。 

 以上でございます。 

高木委員長 

 質問がありましたら、お願いします。 

山田委員 

 多尐コメントをさせていただきます。 

 課長がおっしゃるように、多分、ピークは過ぎたのかなということが、きのうの国立感

染研のホームページにもそんな形で出ておりましたが、おどかすようですけれども、ほと

んどはＡ型、今ソ連型が53％ぐらい、香港型が35％ぐらいということで、Ｂ型が余り出て

いないのが現状です。いつもは中野区は北側にインフルエンザの発生が結構多くて、单側

には余り波及しないのですが、ことしは单も随分波及したなという印象があります。 

 それから、ことしのインフルエンザは、何回も言うようですけれども、Ａ型でも比較的

症状は軽い。熱の度合いが低いのですね。ただ、症状としては、体がだるかったり、頭が

痛かったりするというのがあるので、比較的熱が低くてもＡ型のインフルエンザが出ると

いうことがあります。 

 それから、ことしはＡ型の香港型、ソ連型、それからＢ型もすべて株が変わったワクチ

ンなのですけれども、一つのニュースソースでは、どうも流行株とちょっと合っていない

ところもあるのではないかという反省があるようでございます。 

 それから、ご承知のとおり、タミフル耐性がというようなお話もあって、これからＢ型

の流行が来るのではないかという感染研の予想もありますので、いましばらくは注意して

いかなければいけないのかなと思っております。日本のインフルエンザの流行期がおのお

のの受験の真っただ中なので、受験生にとっては非常に歯がゆい季節なのではないかなと

思っております。 

 以上です。 

高木委員長 



 よろしいでしょうか。 

 そのほかに報告事項はありますでしょうか。 

＜協議事項＞ 

高木委員長 

 それでは、協議事項に移ります。 

 「仲町小学校跡施設『地域スポーツクラブ施設整備計画』（案）について」、協議を進め

ます。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

教育委員会事務局次長 

 まず、計画（案）の説明に入る前に、仲町小学校跡施設の整備全体の進捗状況ですけれ

ども、昨年の12月24日に、この施設の改修についての設計と施工を行う業者を選定いたし

ました。戸田建設株式会社と12月24日に契約をいたしました。そういったことで、設計と

施工業者も決まって具体的な設計に入っていくという段階になってきているわけですが、

その前提となるスポーツクラブ部分についての計画案というのをこのたび取りまとめたも

のでございます。 

 なお、教育委員会といたしましては、今年度、スポーツクラブの経営についてノウハウ

を持っております東京アスレチッククラブと地域スポーツクラブの設立・運営に関する業

務支援委託契約を締結しておりまして、そこからの専門的なアドバイスもいただきながら、

これについては検討して、取りまとめたというものでございます。 

 まず、この計画（案）の１ページをお開きいただきたいと思います。２階の体育館の部

分でございます。左のページに概略の図面を、右のページに主な施設整備の説明を記載し

てございます。体育館については、まず、学校の体育館であったということでございます

ので、舞台がございました。スポーツクラブには必要がないということで、この舞台につ

いては撤去し、また、舞台の上部にスポットライトやポールがございましたので、そういっ

たものはゲームの妨げとなりますので撤去をいたしまして、その後に新しく照明を設置す

るということでございます。 

 それから、現在、階段の反対側に準備室というのがございましたけれども、それについ

は、乳幼児をお連れの方もそこで乳幼児を一時遊ばせることができる、そういった談話ス

ペースにしていきたいというふうに考えております。 

 それから、バスケットゴールということで、③に書いてございますけれども、この体育

館は正式なバスケットのコートはとれないわけでございます。しかし、半面を利用した３

ｏｎ３のバスケットができるということでございまして、この種目を子どもから大人まで

ができるように、高さを調節できる上下可動式のバスケットゴールを、そこに黒く四角に

塗ってございますけれども、その位置に新しくつけていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 それから、④といたしまして、はめ込み鏡の撤去ということで、入り口の左側にはめ込

み鏡がございます。これは使用予定がございませんで、割れた場合に事故の原因となるの

で撤去をしていくということであります。 

 それから、⑤として、防球ネットを全部に張りめぐらすということで、これはボールが



壁に当たることによる施設の保護、防音、こういったことを配慮していることでございま

す。 

 ⑥として、体育館の下のほうに明かりとりの小窓が設置してあるわけですけれども、卓

球だとかバドミントンを行う場合には、その光が邪魔になるということで、暗幕をその場

所に設置をしていくということ。 

 それから、⑦といたしまして、現在、バレーボールの６人制と９人制が両方盛んに行わ

れておりますので、両方できるような支柱穴を設置するということを考えているというこ

とでございます。 

 次に、３ページと４ページをお開きいただきたいと思います。校庭の部分でございます。

校庭につきましては、20メートル×40メートルのコート、これは正式なフットサルのコー

トということになるわけですけれども、これがとれますので、整備をしたいということで、

その周りには防球ネットを張って、ボールが外に出ないようにしたいということでござい

ます。それで、防球ネットの外側は歩くことができるようにするということです。 

 それから、夜間照明を新たに設置いたします。この40メートル×20メートルのコートに

つきましては、人工芝の施工にしたい。これは、スポーツを行うときの騒音の吸収ですと

か、ほこりを防ぐですとか、水はけがいいので雤が降った後にすぐ使えるとか、そういっ

たことを目的に人工芝にしていくものでございます。 

 次に、５ページと６ページをお開きいただきたいと思います。これは体育館の下、１階

の部分ということでございます。まず、(1)といたしまして、トレーニングルームというこ

とです。スポーツクラブは大体、教室などもそうですけれども、複数の方で行う種目がほ

とんどなのですけれども、ここについては個人で利用できるということで、健康機器を設

置したり、トレーニングマシンを置いて、個人の方が気軽に運動をしていただくというこ

とを考えてございます。 

 それから、下のほうに多目的ルームというものがございますが、ここは主にダンスや体

操、ヨガとか、そういったような利用で使っていきたいということで、自分の姿を見るこ

とができるように鏡を設置するのと、ダンスバーを設けていくということを考えてござい

ます。 

 それから、入り口付近につきましては、事務室の前にカウンターを設けて、そこで受け

付けができるようにということで、カウンターも、車いすの方の利用も考えて、普通の高

いカウンターとローカウンターの両方を設けていきたいということでございます。 

 それから、(4)ですけれども、談話室というのがございます。ここにつきましては、利用

者の方が食事をとったり、待ち合わせ場所としていただくということを考えておりまして、

自販機やソファーを置くとともに、いろいろなチラシ等を掲示するためのコルクボードの

掲示板を設けるという考えでございます。 

 それから、(5)として、更衣室でございますが、これは男女それぞれ設けまして、中に無

料のコインリターン式のロッカーと有料のコインシャワーを設けていきたい。また、長期

間継続的にロッカーを確保するということで、有料のレンタルロッカーというものも設け

ていきたいというふうに考えております。 

 その他といたしましては、放送設備の整備は当然のことですけれども、中には、だれも



がわかりやすいような案内表示板といいますか、サインを設けていくというようなこと。

それから、ＡＥＤつきの自販機というのが最近はございますので、そういったものを設置

したり、コインランドリー、乾燥機を設けております。それから、健康体力相談室という

ものがございますけれども、そういった場所は急病人が出た場合などの救護施設としても

利用できるようにしていくというふうに考えております。 

 これがスポーツクラブ部分の施設整備の計画ということになるわけです。 

 それで、１枚、別紙としてつけてございますけれども、これについて、実はきょう、仲

町小学校跡施設の開設準備協議会がございます。そういった場でご説明をし、ご意見をい

ただくと。きょうもこの場でご協議いただいたことも含めて修正をいたしまして、「（案）」

をとっていきたいというふうに思っております。「（案）」をとって、早速設計に入るわけ

でございます。11月から改修の工事を予定しておりますので、それに間に合うように、ス

ポーツクラブの部分だけではなくて全体の設計を10月までに終えて、11月から翌年の５月

まで改修工事を行い、スポーツクラブの設立自体は22年７月を予定しているものでござい

ます。 

 きょうは、あくまでもハード面のものだけでございますけれども、先ほど申しましたと

おり、東京アスレチッククラブに業務支援をいただいておりますので、今後、スポーツク

ラブの組織、運営方法、事業内容、また設立に向けた準備会の立ち上げ、こういったこと

について順次行っていく予定でございます。 

 説明としては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

高木委員長 

 それでは、ご質問、ご発言がありましたら、お願いいたします。 

飛鳥馬委員 

 １ページの体育館の図面で、種目のあれですが、バスケットのゴールを新設してくれる

ということは大変いいことだと思うのですが、バスケットゴールの新設の位置がここでよ

ろしいのかどうかということが、私、ちょっとわかないのです。ここの真ん中に上下可動

式で高く低くできて、３ｏｎ３をやると、体育館の両側がほとんど使えなくなると思うの

です。ほかの種目で並行して使いたいという場合。全面使ってしまうような感じになると

思うのですね。せっかく上下でやってくれるのであれば、今の長いほうの半面でできるよ

うなところに一つだけ可動式にしてもらったほうが、３ｏｎ３をやっていても、あいてい

る半分はほかの種目ができるわけです。３ｏｎ３で高くするというのは大人だけですから、

半面使えれば十分。３ｏｎ３ですから。この三つあって、３ｏｎ３を小学生は３カ所も使

えないですよ。狭いし、３カ所も要らないと思う。２カ所あればいいという感じなのです

ね。だから、私の感じだと、今あるものを一つだけそう変えてくれたほうがいいなという

ことですね。というのは、半面あいていると、例えばバドミントンの支柱は今どこに立っ

ているかちょっとわかりませんが、多分これは横に立つのではないかと思うのですけれど

も、そうすると、半分バドミントンができるわけです。真ん中にとられてしまうと、ほと

んどできない。卓球台１台ぐらいは出せるかもしれない。せっかく同じ金を出してやるの

であれば、そのほうがいいのかなというふうに私は思うのです。 

教育委員会事務局次長 



 小学生用のゴールは既設のゴールが４カ所ございまして、小学生がゴールの練習等をす

る分にはそれを使えるのかなというふうに思っています。ここの新しく設けるバスケット

ゴールにつきましては、あくまでも３ｏｎ３の正式のコートを確保した上で行いますので、

今委員がおっしゃったとおり、正式の３ｏｎ３をやろうとすると、両側は上下かなりあき

ますけれども、できなくなるというようなことになります。ただ、それは正式な種目とし

て行えたほうがいいのかなというふうに思っているところです。それをやりつつ、隣のあ

いているところでバドミントンとか、そういったところはなかなか難しいかなというふう

に思っておりますので、そこは利用の区分といいますか、それによって対応するというこ

とで考えていければいいと思いますけれども。 

飛鳥馬委員 

 どのくらいありますか。３ｏｎ３をやっているチームが幾つあるとか、大体わかります

か。そんなにないと思うのだけれども。そんなに使わないと思うのですね。 

教育委員会事務局次長 

 そうですね。今、現に幾つあるかというところですとちょっとあれなのですけれども、

バスケットをやっている団体が３ｏｎ３をやるということもありましょうし、今後の需要

ということもあるのかなというふうに思っております。 

飛鳥馬委員 

 もったいないなという気がするのです。 

教育委員会事務局次長 

 わかりました。そこはまた検討してみたいと思います。 

飛鳥馬委員 

 使う人と相談されてということですね。 

教育委員会事務局次長 

 はい。 

大島委員 

 屋外運動広場のことですけれども、これは後の図で見る校庭に当たる部分かなと思うの

ですが、ここに人工芝を植えるということになると、できるスポーツとできなくなるスポー

ツとかいろいろ出てくるかなと思うのです。これはできないけれども芝生にしたほうがい

いとか、その辺の検討経過というのは何かあるのでしょうか。 

教育委員会事務局次長 

 まず、これまであそこの学校を使って利用されていたという実態がございます。それを

一つ前提にしたいということ。それから、地域でいろいろな形でなされている、現に行わ

れている種目を考慮して行っているところです。種目としては、フットサルとか、サッカー

ですとか、フラッグフットボールだとか、お年寄りが今盛んになさっているゲートボール、

グラウンドゴルフというのにも対応ができるというふうに考えております。 

山田委員 

 一つは、この体育館の改修で冷暖房は設置されるのですね。今はないでしょうけれども。 

教育委員会事務局次長 

 空調設備を全館設けます。 



山田委員 

 それから、屋外のことで、人工芝ということですが、仲町小はビオトープがあったと思

うのです。緑の環境についての配慮はこの施設はどんなふうにされているのでしょうか。 

教育委員会事務局次長 

 ビオトープの部分については、くつろぐ場といいますか、公園的に整備をいたしまして、

緑もあり、なおかつそこで小さい子どもが遊べる、憩える、近隣の方にも憩っていただく

ことができるというような場として設けていきたいというふうに考えております。 

山田委員 

 これは、所管は教育委員会なのですか。 

教育委員会事務局次長 

 施設の建設全体の所管としては保健福祉部が進めておりますので、地域の方々への説明

会などでは、これまであそこのビオトープからカエルが出ていったり、枯れ葉の問題です

とか、いろいろなことがございまして、まさに近隣の方々とご相談をしながらそこの整備

については考えてきているところでございます。 

山田委員 

 最後に、地域型スポーツクラブの中で、施設なのですけれども、コインランドリーと乾

燥機と。コインランドリーというのは必要ですか。 

教育委員会事務局次長 

 これはむしろ、先ほども申し上げました東京アスレチッククラブの支援を受けている中

で出てきた話でして、実際にああいうスポーツクラブですと、そういったものがあったほ

うがいいというようなことで入れているものでございます。 

山田委員 

 私、実は施設を使っていますけれども、例えばプールを使用したとき、スイムウエアを

乾かすような簡卖な乾燥機はありますけれども、洗濯機はないですよね。かなり汚れたも

のはご自分で持って帰るであろうし、ここで洗って、なおかつ乾燥するというような生活

レベルの話までのものが必要かどうか。もしそのスペースをとるのであれば、例えばロッ

カールームだとか、ほかのものにしたほうがいいのではないかということが考えられます

けれども、いかがですか。 

教育委員会事務局次長 

 その点については、既にスポーツクラブとして運営されておりますので、そういったと

ころでの利用の実態についてもう一度聞いてみまして検討したいと思います。 

山田委員 

 最後に、この複合型施設なのですけれども、何回も言いますが、仲町小への動線ですね。

その辺については区としてどのように進めていますか。 

教育委員会事務局次長 

 この施設全体の問題でございまして、その点については地域の皆さん方からもそういう

お話が随分出ております。ここの施設までのアクセスについてきちんとした案内を地域の

中に設けていくということでの対応ということについて、今後十分進めていきたいという

ふうに考えております。 



高木委員長 

 私から２点ちょっと質問です。 

 一つは、施設・敷地全体は禁煙ですよね。ということが１点。特に人工芝とかあります

ので。通常、小学校、中学校の場合は基本的には禁煙だったと思うのですね。今後、子ど

もさんよりも成人の方が多くなるので、私としてはぜひ禁煙は徹底していただきたい。ば

ちばちっと禁煙というのを張って。うちの短大も実は４月から100％禁煙にするので、ど

うやって徹底しようか悩んでいるのですけれども、それが１点、お願いですね。多分そう

かなと思うのですが。 

 あと、５ページの図面ですが、出入り口の表示がないので、ちょっと動線がわかりづら

い。あと、例えば土足禁止ということですので、多分、下足スペースを設けると思うので

すが、どこなのか、ちょっとよくわからないです。先ほど山田委員から質問があった、「コ

インランドリー・乾燥機を設置する」と書いてあるのですが、今のところでは一応どこに

設置する予定になっているのか。あと、下足入れをどこに置くのか、ちょっと教えていた

だきたいのですが。 

教育委員会事務局次長 

 今、この計画段階では、ここにはなかったのですけれども、実はコインランドリー等は

この段階では、備品ですので、どこにでも置きかえることはできるのですけれども、体育

館の上に行く階段がございまして、ここは基本的に使わない部分でございますので、ここ

に空きスペースがございますので、そこら辺に置けるのかなというふうに思っています。 

 それから、下足については、当然、出入り口の近くに置くということで考えているので

すけれども、この上の受付の前の階段が、実はすこやか福祉センターの全体の階段にもなっ

ていて、そちらは上履きではないのです。そこら辺については、今後、この設計の中で具

体的に靴箱の位置も決めていくのですけれども、階段のちょっと下のあたりに、場合によっ

ては談話室の一部を尐し使って下足を設けていくとか、そういったことを具体的に考えて

いきたいというふうに考えております。 

高木委員長 

 風除室の上の出入り口というのは、これは入った後、つきあたりになっているような感

じですが、これは何の部屋ですか。 

教育委員会事務局次長 

 ここはつきあたりでもなくて、これまでメインの昇降口だったところですので。 

高木委員長 

 二重線になっているのは壁ではなくて防火区画ですか。 

教育委員会事務局次長 

 二重線になっている？ 

高木委員長 

 防火戸、シャッターか何かですか。 

教育委員会事務局次長 

 それは特に意味ないです。 

高木委員長 



 では、ここはあいているのですか。 

教育委員会事務局次長 

 はい、大丈夫です。ここが壁になっているとかということではございません。 

高木委員長 

 何かちょっとわかりにくい。 

 禁煙はぜひよろしくお願いします。 

飛鳥馬委員 

 運動広場のほうですけれども、防球ネットと周りの塀との間隔がちょっとよくわからな

いのです。防球ネットの外側を歩けるようにするというふうにここに書いてありますが、

その外側というのは、ちょっと高いブロック塀みたいになるのかどうか。一部なって、左

のほうはならないのかどうか。というのは、サッカーコートなり何なり、ぎりぎりのとこ

ろに防球ネットを張られると、ちょっと狭い感じ、圧迫感がある。だから、下まで張るか

どうかもわからないのですけれども、下まで張らないのであれば、普通、あいている防球

ネットが多いわけです。外にブロック塀などがありますから。であれば、自由に歩けるし、

そこに人工芝を張るかどうかはありますけれども、これは下まで張ってしまってその周り

を歩けるようにすることなのかどうかちょっとわからないのですが、教えてください。 

教育委員会事務局次長 

 防球ネットですので、ボールが飛び出さないようにということで防球ネットを張るわけ

です。今考えているのは、これも地域の方からもご要望があって、ここは災害時には避難

場所になるというふうなこともあって、かたい網の金属製のネットではなくて、巻き上げ

などができるようなネットというようなものを設置できないかということで今考えていま

す。このコートとの間については十分に余裕がございますので、プレーをするには支障が

ないというふうに考えております。 

高木委員長 

 それでは、事務局は本日の協議内容を踏まえて準備を進めていただくようお願いいたし

ます。 

＜議決案件＞ 

高木委員長 

 次に、議決案件の審査を行います。 

 ここで、委員会運営についてお諮りいたします。 

 これから審議を行います第８号議案は人事に関する案件でございますので、「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第13条第６項ただし書き」の規定により、非公開といたし

たいと思いますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

高木委員長 

 全員賛成なので、委員会を非公開といたします。 

 大変申しわけございません。傍聴の方はご退席をお願いいたします。 

（傍聴者退席） 

 



(以下、非公開) 

 

 以上で、本日予定した議事はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、教育委員会第６回定例会を閉じます。 

午後0時08分閉会 


